
１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）
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　当地区は、農振農用地区域の土地改良区内にあり、オクラレルカ、フトイ、キクなどの花卉類、マン
ゴー、シークヮーサー、サトウキビ（黒糖用）が主に栽培されています。
土地改良区域については、復帰直後に整備されたため老朽化が激しく、水はけが悪くなっていたり、破
損している部分もあるため補修などをする必要がある。

　地域の特産物であるオクラレルカ、フトイ等の切り花類については生産者の高齢化が進んでいるた
め、村外からでもいいので若い農家に就農できるような取り組みをする検討する。その他の作物につい
ても担い手への農地の集積・集約化を進め、さらに農作業の効率化を図ります。　また、利用者のいな
い農地については地域内外から農地を利用する者を確保し、担い手への農地の集約化に配慮しつつ、必
要な条件整備を実施し、地域と担い手が一体となって農地を利用していく体制の構築を図る。
土地改良区の土の状態によって適応可能な作物をエリア分けするなどして少しでも作付けが出来るよう
に工夫する。

区域内の農用地等面積 24

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 24

農振農用地区域内の土地改良区と隣接する農地で安定的に農業がおこなわれている区域とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（３）基盤整備事業への取組方針

（１）農用地の集積、集約化の方針

農地中間管理機構を活用して、認定農業者や新規就農者及び地域での意欲的に農業を営む意向のある農
家を中心に面積の拡大を進めるとともに、担い手への農地集積を進める。

（２）農地中間管理機構の活用方針

農業を利用者の経営意向を考慮しながら農地中間管理事業を活用し、権利設定を段階的に進め、担い手
への農地の集約化を進める。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④畑地化・輸出等 ⑤果樹等

担い手のニーズを集約し、整備の方向性を検討する。整備事業の前にヤミ小作や未相続登記の農地が多
いためその解消を進める。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

地域内外からの多様な経営体が地域計画区域内で農地を活用したい意向があれば、沖縄県やＪＡと連携
し、地域の意向に沿った農業が出来るよう支援を行う。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

シークヮーサーの栽培管理及び収穫作業については高齢化等により出来なくなる農家が増加するため、
栽培管理及び収穫支援サービス事業者があれば、農作業を委託することを検討する。

①イノシシの被害が拡大しないよう防止柵の設置を推進する。
②無化学肥料・無農薬栽培に関心が高い農家が多いのでこれらが取り組みやすい環境づくりを進める。
③カンキツ類の防除作業などについてドローンによる効率的な防除体系を進める。
⑧土地改良区内の農地に対し、給排水路等の基盤の補修をすすめ、営農しやすい環境を作りを進める。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨耕畜連携等 ⑩その他

【選択した上記の取組方針】










